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市からの連絡帳

ター」を通して、住宅増改築・修繕・
畳・植木・塗装・屋根など各種職人
さんをあっせんします。
　申 電話で都市計画課へ
（午前９時～午後４時３０分）
興住宅増改築相談
　時 毎月第１金曜日（休日に当たると
きは翌週）午後１時３０分～４時
　場 田無庁舎２階・保谷庁舎１階ロビー
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 文　化 

■こもれびホール休館日
　８月１４日昭は、館内清掃・保守点
検のため臨時休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール　　　　　
（札４２１－１９１９）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

 その他 

■市議会から
　議員は、選挙区内の方にお金や物
を贈ったり、時候の挨拶状（答礼の
ための自筆によるものは除く）を出
すことは禁止されています。
　実費が伴う行事や会費が必要な催
しをご案内いただく際には、会費を
明示してください。
◆議会事務局 　田 （札４６０－９８６０）

■パートタイム労働法が 
変わりました～４月１日施行～
　事業主の皆さんは、パートタイム
労働者の働きや貢献に応じて通常の
労働者と均衡のとれた待遇を確保す
ることなどが求められます。
　改正パートタイム労働法に関する
相談・お問い合わせは、東京労働局
雇用均等室へ。
　問 東京労働局雇用均等室　　　　　
（札０３－３５１２－１６１１）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

■営業用はかりの定期検査
　商店、病院などでの証明などに使
用する「はかり」は、２年に１度の
検査を受けなければなりません。　
　対象の方には、東京都計量検定所
から「はがき」で事前に通知します。
　時 ８月５日昇～９月２日昇
（土・日曜日、祝日は実施しません）
□検査料    ５００円から（機種による）
※通知の無かった方、新たに「はか
り」を使用するようになった方、「は
かり」を使用しなくなった方は、お
問い合わせください。
　問 東京都計量検定所検査課　　　
（札０３－５４７０－３６３８）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

□提出期限　９月１日捷
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■生活福祉課事務室が移転　　
　生活福祉課生活福祉係・援護第２
係(保谷保健福祉総合センター１階)
と調整係(同センタ－４階)の事務室
が、７月２２日から保谷庁舎１階東側
に移転しました。電話番号は同じで
す。
◆生活福祉課
　保 （札４６４－１３１１ 内線２３１２）

 防　災 

■「総合防災訓練」を実施
　時 ８月３０日松  午前９時～正午(予定)
　場 保谷小学校

※市では震災時も含め、火災から高齢
者の方の命を守るため、住宅火災警
報器購入・取り付けに係る助成を実施
中です。
　詳細はお問い合わせください。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 くらし 

■住宅リフォーム
　市内の建築関連事業者で組織する
「西東京市住宅リフォーム斡旋セン

 福　祉 

■心身障害者タクシー料金助成
　従来のタクシー利用券の有効期限
切れにともない、新しいタクシー利
用券を交付します。
※従来のタクシー利用券は使えませ
んので、未使用分は返却してくださ
い。
　対 身体障害者手帳１～３級・愛の手
帳１～３度の方
□受付期間
８月１日晶～２９日晶（土・日曜日を
除く）
※期間以降も申請できますが、申請
した月分からの助成となります。
□受付場所　障害福祉課（両庁舎１
階）
□必要なもの　
①身体障害者手帳または愛の手帳
②申請書
③障害者本人の認印（代理人の方が
申請する場合はその方の認印も）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■心身障害者自動車燃料費助成
　対 ①身体障害者手帳１～３級・愛の
手帳１～３度の方で運転する同居の
家族がいる方
②身体障害者手帳４級で自ら運転す
る方
□受付期間　８月１日晶～２９日晶
（土・日曜日を除く）
□受付場所　障害福祉課（両庁舎１
階）
※郵送も可
□必要なもの　
①現況届兼請求書（対象者には用紙
を送付済み）
②障害者本人の認印（代理人が申請
する場合はその方の認印も）
③車検証のコピー
④運転免許証のコピー
⑤障害者本人の振り込み先口座（２０
歳未満の場合は保護者の口座可）
⑥請求対象期間内に給油した際の領
収書など（原本）　
□対象期間
　２～７月（この間に新たに認定申
請をされた方は、認定申請月から７
月まで）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■○障 心身障害者医療費助成制
度各種手当・助成制度の所得限
度額・現況届
～限度額～
　いずれの制度についても前年度と
変更はありません。申請前にさかの
ぼっての制度の適用はありませんの
で、今回対象になると思われる方は
必ず申請してください。
　心身障害者医療費助成制度は９月
中、各種手当・助成制度は８月中（重
度手当は１１月中）に申請の手続きを
お願いします。障害程度、年齢制限
など各種の要件があります。
   詳細はお問い合わせください。
□所得限度額　別表のとおり
～現況届～　
　特別障害者手当など・重度心身障
害者手当受給者の方に対して、現況
届の用紙を郵送しましたので、期限
内の提出をお願いします。

■ファミリー・サポート・センタ
ー　ファミリー会員登録説明会
　地域の中で子どもを預けたい方（フ
ァミリー会員）、子どもを預かる方（サポ
ート会員）からなる会員同士の相互援
助活動を行っています。
　ファミリー会員の登録を希望する方
は出席してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 ８月２４日掌 午前１０時～正午・
イングビル３階会議室
□必要なもの　
①保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２．５
㎝）１枚
②印鑑
③８０円切手１枚（会員証郵送用）
　申 ・　締 ８月２２日晶 午後５時までにフ
ァミリー・サポート・センターへ電
話（札４３８－４１２１）で申し込んでく
ださい。
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 高齢者支援 

■敬老行事に補助金交付
   ９月の敬老月間に行われる地域の
個人・団体の企画・参加の敬老行事
に補助金を交付します。
　対 敬老行事を行う個人・地域団体な

ど

（施設事業者などの主催行事は除
く）。申請は１回限り。
※特別養護老人ホ－ムなどの事業者
が主催する行事は除く。
□対象行事　９月１日～３０日開催の
市内の７０歳以上の方が１５人以上参加
する、名称に「敬老」の文字のある
敬老行事（ハイキング・カラオケ大
会・食事会・囲碁将棋大会・観劇会な

ど）
□補助上限額　１行事 ２０,０００円
　申 ８月１日晶から開催の ２週間前
までに、高齢者支援課（両庁舎１
階）・出張所・福祉会館・老人福祉セ
ンター・老人憩いの家の窓口にある
申請書に記入し、高齢者支援課へ直
接持参。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■訪問介護員（２級課程）　　
養成研修
　在宅福祉の重要な担い手となる訪
問介護員の養成研修を実施します。
修了には、講義・実技・実習のすべ
ての受講が必要です。
□期間　９月８日捷～１２月１９日晶
□講習時間　講義５８時間・実技４２時
間・実習３０時間　合計１３０時間
※３級修了者は免除科目あり
　場 高齢者センターきららほ

か

　対 市内在住・在勤で、訪問介護員と
して働いている方・働くことが確定
している方・働くことを希望する方
　定 ２０人（申し込み多数の場合抽選）
　￥ ５４,６００円（講習費）と６,８００円（テ
キスト代）
　申 高齢者支援課（両庁舎１階）窓口
にある申込書に記入し、８月１日晶
～１１日捷に高齢者支援課へ直接持参
（３級修了者は修了証書（写）が必
要）。
※応募状況により、申込期限後でも
受付可能の場合もありますので、お
問い合わせください。受講決定者に
は受講決定通知書を送付します。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

平成２０年度所得限度額表 億 （単位：円）

特別障害者手当・障害児福
祉手当

○障 ・心身障害
福祉手当・　
各種助成

手当・
助成　
名称

配偶者び扶
養義務者障害者本人

障害者本人
（２０歳未満
の方は扶養
義務者等）

税法上
の扶養
人数

６，２８７，０００３，６０４，０００３，６０４，００００人

６，５３６，０００３，９８４，０００３，９８４，０００１人

６，７４９，０００４，３６４，０００４，３６４，０００２人

６，９６２，０００４，７４４，０００４，７４４，０００３人

７，１７５，０００５，１２４，０００５，１２４，０００４人

※各種控除後（手当・助成用の控除額）の金額
で判定

　７月１０日まで市の施設に設置した募金箱に寄せられた救援金は、次の
とおりです。救援金は、日本赤十字社に送金しました。
　皆さんのご協力、誠にありがとうございました。
興ミャンマ－・サイクロン　１８５，７７９円　　興中国大地震　２０３，６１９円
◆生活福祉課 　保 （札４６４－１３１１　内線２３１２）

■ミャンマ－サイクロン・中国大地震　　
災害救援金の報告


